
 

 

岩手県告示第820号 

 家畜改良増殖法（昭和25年法律第209号）第８条第１項の規定により、次の種畜証明書を書換交付した旨農林水産大臣から通報

があった。 

  令和３年12月10日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

証明書番号 家畜の種類 品 種 毛 色 名 前 等 級 
飼養者 

住 所 氏名又は名称 

11563139459 肉用牛 黒毛和種 黒 秋忠鶴 ２級 
盛岡市下田字柴沢301番

地５ 

一般社団法人家畜改良事

業団盛岡種雄牛センター 

11547371141 肉用牛 黒毛和種 黒 花久平 ２級 
盛岡市下田字柴沢301番

地５ 

一般社団法人家畜改良事

業団盛岡種雄牛センター 

11363159763 肉用牛 黒毛和種 黒 茂弘百合 １級 
盛岡市下田字柴沢301番

地５ 

一般社団法人家畜改良事

業団盛岡種雄牛センター 

11508740238 肉用牛 黒毛和種 黒 福晴鶴 ２級 
盛岡市下田字柴沢301番

地５ 

一般社団法人家畜改良事

業団盛岡種雄牛センター 

11570756847 肉用牛 黒毛和種 黒 千寿剣 ２級 
盛岡市下田字柴沢301番

地５ 

一般社団法人家畜改良事

業団盛岡種雄牛センター 

11539461881 肉用牛 黒毛和種 黒 豊姫 ２級 
盛岡市下田字柴沢301番

地５ 

一般社団法人家畜改良事

業団盛岡種雄牛センター 

11465072533 肉用牛 黒毛和種 黒 愛之萬代 ２級 
盛岡市下田字柴沢301番

地５ 

一般社団法人家畜改良事

業団盛岡種雄牛センター 
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